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第５回品川区地域公共交通会議 

令和５年７月３１日 

鈴木課長  皆様、おはようございます。定刻になりましたので、これから第５回

になりますが、品川区地域公共交通会議を開催させていただきます。 

 私、都市計画課長の鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 まずは、委員の皆様におかれましては、御多忙のところ、また、本日

もこの時間から非常に暑い日になっておりますが、昨年の８月以来とな

ります本会議に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 開会に先立ちまして、前回の会議以降に人事異動等により委員の変更

がございましたので、御紹介させていただきます。 

 初めに、東急バス株式会社運輸事業部計画部地域交通グループ課長、

石委員でございます。 

石委員  よろしくお願いします。 

鈴木課長  本日は欠席の御連絡をいただいておりますが、一般社団法人東京ハイ

ヤー・タクシー協会業務部長、小池委員でございます。 

 続きまして、品川区高齢者クラブ連合会副会長、福嶋委員でございま

す。 

福嶋委員  どうも、福嶋でございます。よろしくお願いします。 

鈴木課長  続きまして、国土交通省関東運輸局東京運輸支局首席運輸企画専門官、

鎌塚委員でございます。 

鎌塚委員  鎌塚です。よろしくお願いします。 

鈴木課長  続きまして、警視庁荏原警察署交通課長、大橋委員でございます。 

大 橋 委 員

（代理徳丸

氏） 

 代理の徳丸です。よろしくお願いいたします。 

鈴木課長  続きまして、警視庁東京湾岸警察署交通課長、小林委員でございます。

本日は代理出席の髙橋委員でございます。 

小 林 委 員

（代理髙橋

氏） 

 髙橋です。よろしくお願いします。 

鈴木課長  続きまして、国土交通省関東地方整備局東京国道事務所交通対策課建

設専門官、池田委員でございます。 

池田委員  池田です。よろしくお願いします。 
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鈴木課長  続きまして、本日は欠席の御連絡をいただいておりますが、東京都建

設局第二建設事務所管理課長、山下委員でございます。 

 なお、本日、東京都交通運輸産業労働組合協議会幹事の志村委員、品

川区商店街連合会相談役、島委員及び警視庁大井警察署交通課長、渡邉

委員につきましては、所用のため御欠席の旨、御連絡をいただいてござ

います。 

 本日の御出席者の御紹介につきましては、机上に配付しております委

員名簿並びに座席表にて代えさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

 続きまして、本日の資料の確認でございます。 

 机上に配付させていただいておりますのが、本日の次第、座席表、委

員名簿。次に、事前に送付させていただいております資料でございます

が、右上に資料１と書かれたＡ４ホチキスとじの「東部地区地域交通バ

ス事業計画（案）」、それから、資料２と書かれたＡ３ホチキスとじの「令

和４年度しなバスの運行状況について」、資料３と書かれたＡ３ホチキス

とじの「令和４年度利用者・沿線住民アンケート結果について」、こちら

の３点でございます。不足等ございませんでしょうか。 

 それでは、これより会の進行は寺田会長にお願いしたいと思います。

寺田会長、よろしくお願いいたします。 

寺田会長  それでは、ただいまから第５回品川区地域公共交通会議を開会いたし

ます。お暑い中お集まりいただきまして、ありがとうございます。よろ

しくお願いいたします。 

 まず最初、傍聴の関係ですけれども、本日、２名の傍聴を希望される

方がおられます。品川区地域公共交通会議設置要綱第９条の規定により、

本日の会議を公開したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 それでは、傍聴者の方に入室をしていただきます。事務局はよろしく

お願いします。 

（傍聴者入室） 

 それでは、お手元の次第に従いまして進めさせていただきます。 

 まず、１つ目の議題、目黒区東部地区地域交通バス（仮称）の導入に

ついて、こちらは目黒区の事業ではありますが、品川区内にバス停を新

設し、一部区内をバスが通行することから、品川区地域公共交通会議に

諮る必要があるため、本日、議題に上げております。 
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 それでは、目黒区から御説明をお願いいたします。 

目黒区  目黒区のみどり土木政策課長の清水でございます。本日は、目黒区の

地域交通導入に関しまして、本交通会議でお時間いただき、ありがとう

ございます。 

 お手元の資料１を御覧ください。「東部地区地域交通バス（仮称）事業

計画（案）」でございます。 

 目黒区でございますが、東西南北、それと中央の５地区に分けており

まして、その中で、今回、東部地区の地域交通の導入でございます。東

部地区でございますが、渋谷区の恵比寿、品川区の上大崎に隣接してお

りまして、目黒駅の西側にあるエリアとなっております。 

 資料１を１枚おめくりいただきまして、項番１、東部地区地域交通バ

ス（仮称）の事業計画（案）の表を御覧ください。 

 まず一番上、運行の目的でございますが、東部地区の地域住民の移動

手段の確保や高齢者の外出の創出でございます。 

 その下、運行期間でございますが、令和６年３月から１年間の実証運

行を行いまして、必要に応じて見直しを行い、最長３年間の運行を行い、

本格運行への移行を判断していきます。 

 運行の方式でございますが、路線定期運行としまして、既存の路線バ

スの停留所を共用しまして、乗換えの利便性向上を図るため、４条許可

により運行を予定しております。 

 運行事業者は、目黒区内全域で路線バスを運行しております東急バス

としまして、乗換えにより区内の移動手段を確保し、利用者の利便性向

上を図るという内容にしております。 

 運行ルートや周辺施設でございますが、次のＡ３のカラーの資料を御

覧ください。運行ルート案と施設を一緒に御説明させていただきます。 

 まず、左の図の青い点線でございますが、目黒区役所から目黒駅への

往路、右の赤い点線が目黒駅から目黒区役所までの復路を示したもので

ございます。主要な施設としましては、途中、東京共済病院、厚生中央

病院、そして、商業施設としまして、恵比寿ガーデンプレイス、区内の

公園、高齢者施設を運行する内容となっております。 

 往路、復路合わせまして約１１.７キロ、使用する車両につきましては、

小型のＥＶバスとしまして、運行日は平日及び土日祝日、時間帯は朝の

８時半から１６時４５分の８時間、４５分間隔の１日１２便としており

ます。 
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 運賃でございますが、区内の路線バスと同様、大人２２０円、子供１

１０円としまして、割引制度は区内路線バスと同程度とする予定として

おります。 

 バス停についてでございますが、もう一枚おめくりいただきまして、

Ａ３の資料、往路復路を同じで記載してございます。バス停数としまし

ては２７か所ございまして、そのうち新設するバス停が１３か所でござ

います。そのほか、東急バスの既存バス停を共有する箇所が８か所ござ

います。図では、黄色い丸印が新設する箇所で、緑色の丸印が既存バス

停の箇所となります。往路と復路、同じバス停を使用する箇所がござい

ますので、今回、整備するバス停は２１か所となります。 

 そのうち、復路の⑮のところでございます。こちらのバス停は品川区

内の道路に設置する予定としておりまして、最後の資料に現地の写真を

載せてございます。プリンセスガーデンホテル前の歩道上にバス停を設

置するという内容になってございます。 

 本日は、目黒区の地域交通バス導入に伴いまして、品川区内の運行や

バス停の設置につきまして、本交通会議に御了承いただきたく、よろし

くお願いいたします。 

 資料１の説明は以上です。 

寺田会長  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまの御説明について、質問、御意見等ありましたら

お願いします。いかがでしょうか。特にないようですが、それでよろし

いですか。 

 区をまたいでいただいて、品川区に移動なんかもちょっと使えるよう

になるというお話ですので、あまり問題ないかと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 それでは、特に御意見がなければ、目黒区地域交通バスの導入につい

て、内容のとおり進めていただくこととすることでよろしいでしょうか。

この会議で同意したということでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に行ってよろしいですか。２つ目の議題、令和４年度し

なバスの運行状況について、事務局から御説明をお願いします。 

鈴木課長  それでは、資料２を御覧いただけますでしょうか。資料２、おめくり

いただきまして、Ａ３横の資料を御覧ください。令和４年３月末より試
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行運行を開始しました大井ルートでございますが、その利用状況につい

てお示ししてございます。 

 試行運行のルートマップのところを御覧いただきまして、現在、試行

運行を実施しているのが赤の西大井駅―大森駅を往復する約６.４キロ

メートル、こちらの試行運行を実施しているところでございます。 

 下段を御覧いただきまして、令和４年度の４月から３月までの１年間

の利用状況を数値としてお示ししてございます。１０月からダイヤ改正

を行っておりまして、それまで３０分に１本の運行間隔だったものを、

１０月１日から２０分に１本の運行間隔でダイヤ改正を行ってございま

す。 

 上段の利用者を御覧いただきまして、おおむね毎月１万４,０００人か

ら１万５,０００人と、ダイヤ改正の１０月の月は１万９,０００人の御

利用があったところでございますが、その後、１月、２月、３月は、上

下はございますが、１万７,０００人、１万６,０００人、１万８,０００

人の御利用というところでございます。 

 それから、その下には１日の利用者数、おおむね５００人、多いとき

で６２０人等の御利用があります。座席が１０、立ち席を含めますと２

８程度の乗車定員でございますが、１便当たり８人、あるいは７人の御

利用をいただいているところでございます。 

 それから、一番下の参考というところを御覧いただきまして、現在、

試行運行というところでございまして、試行運行期間４年間、令和４年

度から令和７年度、それから来年度になりますが、令和６年度の運行実

績に基づき、その後、本格導入なのか、あるいは見直し、廃止なのかを

判断していくというところで、判断基準は収支率５０％を設定してござ

います。 

 収支率のところを御覧いただきまして、括弧書きにシルバーパスなし

の場合、シルバーパスありの場合と分けております。コミュニティバス

「しなバス」につきましては、基本的にシルバーパスを提示いただいて

無料で乗車いただいている状況です。こちらの収支率につきまして、シ

ルバーパスなしというところにつきましては、シルバーパス分の運賃を

補塡しなかった場合の収支率というところで、２５％、２６％、３４％

等々の収支率となっております。平均でいきますと、２９％の収支率と

いうところでございます。それから、シルバーパスありと記載させてい

ただいておりますが、シルバーパスで乗車いただいた方の運賃を収入と
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見立てて補塡したと想定した場合は、判断基準の５０％を超えて、平均

ですと５９.７％というような状況でございます。 

 続きまして、項番３番目を見ていただきまして、令和４年度の車内等

の広告の利用状況でございます。令和４年度の広告の利用状況につきま

しては、車内放送２件、車内ポスター１件というところで、車内ポスタ

ーにつきましては、車内への広告の掲示というところと、車内放送につ

きましては、バス停について２か所、「次は何々バス停」、その御応募い

ただいたお店の名前、あるいは事業者のお名前を入れさせていただいて、

バス停ごとで広告、放送をさせていただいているのが２件というような

状況でございます。車内広告につきましては、区のホームページでも募

集の御案内を差し上げているところでございまして、まだ実績がないも

のとして、上段に書かせていただいておりますが、バスストップのイン

フォメーションやバス停の広告、あるいは車体のラッピング、こうした

ものは御相談に応じて積極的に広告等を御利用いただけるように検討し

ていきたいというような状況でございます。 

 令和４年度のしなバスの利用状況、運行状況につきましては、簡単で

ございますが、以上でございます。 

寺田会長  ありがとうございます。それでは、御質問、御意見ありましたらお願

いいたします。 

寺内副会長  では、１点、質問させていただきます。 

 利用者数が便ごとに出ておりますけれども、着席率というか、要する

に、座れている状態かどうかというのは、混んでいる便もあったり、す

いている便もあったりすると思うのですけれども、シルバーパスありな

しの収支率ですけれども、この表を見ると、かなりの方が高齢者という

ことであると思いますが、座れている状態なのかどうかというところが

もし何か情報としていただければ、ありがたいなと思います。 

鈴木課長  この後に利用者アンケート並びに沿線住民アンケートについて御説明

しますが、それと同時に、令和４年度は利用の実態調査というところも

行っている状況でございます。昨年度、ある平日の１日の利用状況を朝

から、始発から終バスまで定点というか、観測させていただいたところ、

朝夕の通勤時間帯よりも、やはり昼間の１１時台、あるいは２時、３時

台の利用が非常に多い状況でした。その混雑率も、時間帯によっては何

本か座席を超える利用があったというところでございます。全体的な状

況で言いますと、先ほど御説明した１便当たりの平均の人数を見ていた
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だいて分かるように、おおむね座席に座っていただいて御利用いただい

ていると。多少、時間帯によっては立って御利用いただく時間帯もあっ

たかなというところでございます。 

寺内副会長  分かりました。ありがとうございます。 

寺田会長  よろしいでしょうか。 

 ほかございますでしょうか。 

 お願いいたします。 

米澤委員  東京バス協会の米澤でございます。 

 収支率のパターンが２つ出ておりますけれども、このシルバーパスあ

りなしなんですが、現在、しなバスの方はシルバーパスの補塡を受けて

いないということなんですけれども、あくまでもシルバーパスの補塡を

受けたらばということだと思うんですけれども、この単価の求め方は、

シルバーパスのカウント数を通常運賃で見た場合なのか、それともシル

バーパスの補塡の単価なのかを教えていただけますでしょうか。 

 あともう一点は、シルバーパスを見せるだけで、ピッとカードをかざ

すわけではないので、カウントは機械でできないですが、シルバーパス

のカウント方法を教えていただけますでしょうか。その２点をお願いし

ます。 

鈴木課長  ２点、御質問をいただきましたが、資料に記載している収支率、シル

バーパスありなしの補塡した場合の金額の換算は、基本的には東京都が

進めているシルバーパスの分配といいますか、そうしたものは受けられ

ないと事前に聞いてございますので、こちらの金額については、基本的

に２２０円換算で計算をしているところでございます。 

 それから、シルバーパスのカウントでございますが、例えば乗ってい

ただいた全ての人数の方に対して、例えば割引利用、回数券、現金払い、

あるいはＩＣカード利用等、これ以外の方をシルバーパスという形でカ

ウントしています。 

寺田会長  運転手さんに数えていただいて……。 

鈴木課長  という形ではありません。 

寺田会長  はい。よろしいですか。通常のカウントは普通のバスと同じで、何か

調整されているということですかね。 

 よろしいですか。 

 では、そのほか、お願いします。 

金子委員  二丁目町会長の金子と申します。 



 -8-

 運行状況、非常に利用者も多くて結構だと思うんですが、最初に、走

る前に、バスをまず我々は見たこともないんです、どんなバスなのか。

それから、走るコースも、一度ぐらいそのバスに乗っけて、一回り案内

してくれたらどうかなと思ったんですが、いつの間にか営業が始まっち

ゃったので、その点を今後どうするか、ちょっとお考えいただきたいと

思うんですが、いかがでしょうか。 

鈴木課長  試行運行に当たっては、どの地域、どのルートを走らせるか等、交通

会議にお諮りして、最終的に大井ルートの試行運行を開始するという形

で進めてきまして、本来なら、この交通会議の委員の皆様に、試行運行

を開始する昨年の３月以前の段階で試乗といいますか、乗っていただい

て、見ていただくということを行うべきだったかなと、今お話を伺って

反省しているところでございます。 

 試行運行を開始する当日は、地域の方、関係の方に集まっていただい

て開始のセレモニーを行って、バスの運行を開始したところでございま

す。今後、特にほかの地域の会長、地域の方々に実際に区のコミュニテ

ィバスを見ていただいて、乗っていただくような取組実施を検討してい

きたいと考えてございます。 

 それから、先ほど１点、説明し忘れたんですが、全体の乗車のカウン

トでございますが、足元にセンサーがついておりまして、そのセンサー

の総数に対して、先ほど御説明した引き算で残ったのがシルバーパスの

乗車というところでございます。 

 以上でございます。 

金子委員  ありがとうございました。 

寺田会長  よろしいでしょうか。 

 いつものお話ですけれども、しなバスの利用状況、月別で見ますと、

４月とダイヤ改正の１０月が一番多い。７月も多いようですけれども、

どちらかというと、最初のＰＲは恐らく割合効いていて、その後、リピ

ーターを取り込めていないような印象は受けます。ありがとうございま

す。 

 ほかございますでしょうか。 

 令和６年度の運行実績に基づいて最終的な判断を行うということです

が、その前には、例えば収支率にシルバーパスを含めるのか否か、この

辺りを整理していただけるということでしょうか。 

鈴木課長  その通りです。 
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寺田会長  それでは、よろしいでしょうか。 

 もう一つですね。それでは、続いて、３つ目の議題の令和４年度利用

者・沿線住民アンケート結果について、事務局から御説明をお願いしま

す。 

鈴木課長  それでは、引き続き、コミュニティバス、「しなバス」に関するアンケ

ートの結果について御報告させていただきます。 

 まず初めに、本日、机上に配付させていただきましたが、Ａ４縦の１

枚紙の資料でございます。「しなバスに関するアンケート結果について」

というこちらの資料をまず御覧いただけますでしょうか。 

 令和４年３月２８日に施行運行を開始したしなバスでございますが、

利用者及び沿線住民の利用状況や満足度を把握するためにアンケートを

実施しております。 

 初めに、１の調査方法についてですが、調査は（１）実際の利用者、

それから（２）沿線住民の方を対象に実施しております。（１）利用者ア

ンケートとしまして、西大井駅と大森駅北口での利用者への直接配付、

こちらは資料には記載しておりませんが、昨年の令和４年１１月２４日

から４日間、直接配付しております。また、全てのバス停にアンケート

用紙を設置し、郵送にて回収する方法で実施しております。回答率は５

７.７％、有効回答率は４４０票となってございます。 

 また、（２）沿線住民の方、バス停から３００メートル圏内の約３,０

００名の方を無作為抽出し、郵送配付、回収により実施し、回答率は３

５.４％、有効回答数は１,０６２票でございます。 

 次に、結果の概要でございますが、Ａ３横の資料３を御覧ください。 

 初めに、利用者アンケートの結果についてでございますが、（１）の回

答者の属性、こちらは利用者の属性となりますが、７０歳代が３６％と

最も多く、高齢者が過半数となっている状況です。 

 次に、その横、（２）回答時のしなバスの利用についてですが、９割以

上の方が既に複数回利用との回答で、次にその横、乗降のバス停として

最も多かったのが大森駅北口で３６％、次いで、西大井駅２６％となっ

ております。途中のバス停では、さくら会前が１２％と多い結果となっ

ております。 

 次に、その横、運賃の支払い方法としましては、４５％の方がシルバ

ーパスを利用されている結果でございます。 

 次に、資料上段の一番右、目的地については、大森駅周辺が６６％と
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最も多く、また、９％の方が品川区外への移動手段として利用されてい

る結果となっております。 

 次に、資料中段（３）ふだんのしなバス利用、利用頻度としましては、

平日の利用頻度は週に２回から３回程度が２９％と最も多く、次いで、

週１回程度の順となっております。また、休日等の利用頻度では、月に

１から３回程度が６０％と最も多く、次いで、２割の方が土日は利用し

ていないとの結果となっております。 

 次に、資料左下の利用目的についてですが、平日、土日ともに買物利

用が約６割と最も多く、次いで、娯楽・外食、通院となり、利用の目的

として身近な生活支援、商業の利用目的が多い結果となっております。 

 続きまして、資料中段右、（４）満足度についてですが、総合的な満足

度は、満足、やや満足を合わせ７５％となっており、一方、不満、やや

不満が比較的多い項目は、運行間隔、運行経路、バス停の位置や間隔と

なってございます。 

 次に、（５）自由意見としましては、利便性の向上につながっている等

の意見が１０６件と最も多く、一方で、改善要望として運賃についてが

３６件、バス停の位置やバス停の増設等についてが２７件と多く見られ

ました。 

 続きましては、資料をおめくりいただきまして、次のページ、沿線住

民の方へのアンケート結果となってございます。（２）の情報発信としま

しては、回答者のうち９割の方がしなバスを知っているとの回答でござ

います。 

 次いで、資料上段右、しなバスを知った媒体は、運行しているバスを

見てが６割以上、次いで、バス停を見てが約５割、配付されたチラシ及

び広報しながわがそれぞれ約３割となってございます。 

 次に、資料中段、（３）利用状況についてですが、回答者のうち６６％

の方がしなバスを利用したことはないと回答し、資料のその横、その利

用したことがない方の今後の利用意向としましては、４２％の方が今後

利用してみたいとの回答でございました。 

 また、資料下段の左、しなバスを利用したことがない理由としまして

は、別の手段の方が便利が４割近く、また、２割が自宅からバス停が遠

いとしてございます。そのほかの理由としましては、使う必要や運行方

面に目的がないが最も多く、運行状況を知らない・分からないも６１件

の結果となっております。 
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 次に、（４）の満足度についてですが、総合的な満足度は、満足、やや

満足を合わせ５割弱となっております。一方、不満、やや不満が比較的

多い項目は、最終便の時間、運行間隔、運行路線、バス停の位置や間隔

となってございます。 

 次に、（５）自由意見では、利便性の向上につながっている等の意見が

１８２件と最も多く見られ、車体の色や外観に対する好意も２７件見ら

れました。改善については、運賃についてが７１件、情報発信の必要性

についてが３３件、バス停の位置や増設等についてが３２件と多く見ら

れた結果でございます。 

 しなバスについてのアンケート結果の概要報告は以上でございます。 

寺田会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見がありま

したらお願いいたします。 

 お願いいたします。 

金子委員  現在、私もここへ来るのに北品川からバスに乗って大井まで来るんで

すが、この暑さで、バス停に日よけがないんですよね。この点はどうな

んでしょうか。しなバスに限らず、今日は東急バスの方もいらっしゃっ

ているので、皆さん、利用者が日よけが欲しいとおっしゃっているんで

すが、この点はいかがでしょうか。 

鈴木課長  バス停、これはコミュバスに限らず、区内の民間のバス停での上屋の

設置の状況でございますが、基本的にバス停を設置しようとする場合は、

道路上への建築物の設置というところで、建築基準法の許可がまず必要

だというところと、設置する場合は、歩道幅ですとか、道路の構造令で

すとか、そうしたことから、設置がしたくても設置できないバス停も区

内にたくさんございます。 

 そうした中で、最近ですと、都バスさんが幾つか区内でバス停の上屋

の更新、あるいは新設を行っていただいているというような状況でござ

います。 

 しなバスの件でお話しさせていただきますと、基本的に、現在のルー

ト上にバス停を設置しようとすると、道路幅の関係上からなかなか設置

が難しいところが１つありますが、場所によっては、桜新道の辺りは歩

道幅員も比較的広くございますので、設置の検討の可能性はあるかと思

いますが、現在、コミュニティバスは試行運行を行っている状況ですの

で、そうしたバス停の上屋については、本格導入した以降の検討になる
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のかなというような状況でございます。 

金子委員  利用者が５０代以上、７０代が多いということなので、お年寄りは暑

さに大変弱いですから、その点、御配慮いただいて、よろしくお願いい

たします。 

鈴木課長  この会でいただいた御意見については、各バス事業者の方にも御意見

としてお伝えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

寺田会長  道路管理者の方とかバス会社の方、何か御発言ありますか。よろしい

ですか。 

関委員  荏原第二地区町会連合会の関と申します。 

 私、今後の状況で、試行運行期間の間の利用者という面で、あまりど

うだろうなと思うと、コロナのせいで外出が手控えられたというのはあ

ると思うんですけれども、これから向こう何年ぐらい試行期間を経て、

それこそ荏原地区も候補に入っていますよね。あれ、大体いつ頃になり

そうなのか、地元の人は待っている人もありますので、そこら辺、予定

どおりにいきそうなのか、ちょっと伺いたい。 

鈴木課長  現在、大井ルートを試行運行していまして、この判断を、来年度、令

和６年度の運行実績に基づいて、その後継続して本格導入していくかど

うかという判断をすることになります。その際に、恐らく令和６年度の

後半と令和７年度になると思うんですが、あわせて、同交通会議でお示

しした残りの候補ルート、大崎ルートと荏原ルートについても試行運行

を実施していくかどうかの判断を同時に併せて行っていくというような

予定でおります。 

関委員  結論は令和６年度ぐらいでしょうか。 

鈴木課長  令和６年度の実績を見て判断ということになりますので、令和６年度

の後半から令和７年度にかけて、正確には令和７年度に判断をしていく

というようなことになろうかと思います。 

関委員  分かりました。ありがとうございました。 

寺田会長  はい、お願いします。 

庄田委員  品川区障害者七団体協議会の会長をしております庄田と申します。 

 ２点お話ししたいのは、まず１点は、利用状況の把握をする場合に、

しなバスにはスロープがついていまして、どこのバス停でも車椅子で乗

れるかと思うんですが、どのぐらいの車椅子の方とかの利用があったか

が分かったら教えていただきたいという点が１つと、もう一点、私もよ

く西大井の駅からしなバスを利用させていただいています。そのときに、
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割と遅い時間、先ほど最終便の時間のことをちょっとおっしゃっていま

したが、一番遅い時間だと座れない率が高いです。大体立って乗ってい

ましたが、９時または９時半頃に終了ということなんですが、あのぐら

い混んでいるんだったら、もう一便、３０分とか２０分とか遅らせても

収支率に寄与するのではないかなと感じました。 

 以上です。 

鈴木課長  御質問の１点目の車椅子の方の利用状況についてですが、令和４年度

の利用実態、これはいろいろと統計を取りたい関係で、東急バスさんの

とは定期的に行っている事務の連絡会の中で、こういう数値が取れませ

んかという御相談を差し上げているんですけれども、基本的にはまず、

運転手の方が、そうした場合は数をカウントしていただくことになって

しまって、まずは安全運転に第一に専念をしていきたいというところで、

なかなかそういう細かい数字を運転手さんに、手でカウントしてもらう

ことになってしまいますので、なかなか難しいところもあります。ただ、

そうした意味で、感覚的に車椅子の方がどれぐらいの利用があったかと

いうのは、区としても令和４年度分を東急バスさんにはまだ照会をかけ

ておりませんので、また改めての機会になるかと思いますが、そうした

利用状況の実態について、これはどうしても運転手さんの感覚的なとこ

ろにはなるかもしれませんが、またこの会の中で御紹介させていただけ

る機会があれば、御紹介させていただきたいと思います。 

 それから、２点目の終バス時間帯の御利用の実感から御提案をいただ

いて、もう一本ぐらい遅いバスもということでございますが、今年度、

いろいろアンケートを受けて、今年度もまたアンケートを行う予定でご

ざいますが、より多くの方に乗っていただくための改善策は今、検討し

ているところでございます。どうしても本数を増やして、その分、多く

の方がプラスの収益になるような利用実態になれば、収支率的にはプラ

スということになるんですが、本数を１本増やすと、運行に人件費も含

めて非常に経費がかかるというところで、なかなか難しいところはあり

ますが、いただいた御意見として、今後の運行状況の改善の検討の参考

にさせていただきたいと思います。 

寺田会長  よろしいでしょうか。後で回答するようにするということで、よろし

くお願いします。 

 令和５年度もありますけれども、ダイヤ改正は、週末だけ動かすのは

難しいのかもしれませんけれども、逆に昼間の減便とか何かはあるかも
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しれないので、令和６年に２０分置きを維持するか、廃止するかという

議論も難しいと思いますので、途中で収支改善をする方法があれば、試

していただけるといいかなと思います。 

 よろしいでしょうか。ほかございますでしょうか。警視庁はあります

か。 

寺内副会長  こちらの最後、沿線住民アンケートおよび利用者アンケートの自由意

見を書いていただいているんですけれども、もし何か特徴的な意見があ

れば教えていただけますでしょうか。運賃の改善要望は高いから安くし

てほしいということなんだろうと思いますが、バリアフリー、車両の大

きさ、運行本数等、その辺りで改善のヒントになるような何か御意見と

いうのがもし得られているようでしたら、教えていただけますか。 

鈴木課長  沿線住民アンケートは、沿線３００mの無作為抽出で御回答いただいた

わけですが、その中でも、沿線は縦長というか、長い路線になっており

ますので、その中でお住まいの住所も一定お聞きしてお答えいただいて

いるところでございますが、大森駅北口に近い方々というのは利用意向

は非常に高いんですが、なかなかまだ利用されていない。その中の１つ

に、やはりバス停の間隔的なところの御意見も具体的にいただいている

というところが特徴的な御意見としていただいているところです。 

寺内副会長  この区間のバス停が最初から難しいというところで、利用者の方の意

見も踏まえてどうするかということが分かりました。ありがとうござい

ます。 

 あとは、コメントですけれども、先ほど会長からもお話がありました

が、今後、収支率をどう考えていくかということ、考え方を提示してい

かなきゃいけないところだと思います。高齢者の方の利用が多い中で、

これだけ各便に利用者数がいて需要があり、夜間は立たないと乗れない

というような状態であるとすると、これ以上利用者を増やして収支率を

上げていくことが、かえってサービス水準を落としてしまうようなこと

にもつながるかもしれないということです。本格導入の判断基準である

収支率５０％というようなところはこれでいいと思います。ただ、これ

にシルバーパスの方をどうカウントしていくか、今回のこういうアンケ

ートをまた丁寧に利用者にお伺いして、支持されているバスなのかどう

か、改善していけるところはどこかというようなところが大事なのかな

と思います。そういうところも含めて、最終判断をしていける形になっ

ていけばよいと思いますので、その辺りも御検討いただけばと思います。
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ありがとうございました。 

寺田会長  よろしいでしょうか。ほか御質問ございますでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 さっき上屋のお話、バス停の屋根の話が出ましたけれども、東京都の

別の区のケースでは、全部のバス停のカルテみたいなものを作り、チェ

ックを行い、急行バスが止まるバス停は全部上屋をつけようということ

でやりまして、今ほぼ目標を達成したはずです。道路管理者か誰が主体

として実施するかは別として、そういうことも必要かなというふうに思

いました。 

 そんなところでよろしいでしょうか。 

 それでは、一旦切りますけれども、本日の議題に限らず、連絡事項や

この場を借りてお伝えしたいこと等がある方がいらっしゃいましたら、

御発言をお願いいたします。半年に１回ぐらい、会議を開けるのもこの

程度ですので、この機会に何かありましたら、いいですか。 

 それでは、御発言がなければ、以上で本日予定しておりました議題を

終わりにします。よろしいでしょうか。 

鈴木課長  本日はありがとうございました。本日、御説明は差し上げませんでし

たが、しなバス利用者連絡会ニュースというのを机上にお配りさせてい

ただいております。今回、試行運行を開始している大井ルートの沿線の

方々、事業者の方、商店街の方々、お住まいの方々、公募区民の方から

成る会を立ち上げております。この中で、大井ルートの利用状況をお示

しして御意見をいただく、あるいは車内広告の利用促進に向けたＰＲを

地域に持ち帰っていただいて行っていただく等々、こちらの利用者連絡

会、定期に行っていきたいというところと、本日はそのニュース第１号

を発行し、これから地域の方に個別に配付させていただくというような

ことで御紹介をさせていただきます。 

 それから、先ほど会長からお話がございましたが、次回の協議会につ

きましては、今、様々、運行状況の改善策の検討をしておりますので、

その状況に応じて次回の開催について、まだ何月頃というお示しはでき

ませんが、御案内を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 事務局からは以上でございます。 

寺田会長  それでは、これをもちまして第５回品川区地域公共交通会議を閉会い

たします。活発な御議論をいただきまして、どうもありがとうございま
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した。 

鈴木課長  ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


